
平 成 ２ ９ 年 １ 月 

NASVA 安全指導部 

 

指導講習の認定に関するプロセス 

指導講習実施者（認定機関）となろうとする事業者等向け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）第二種講師の資格取得等について 

 

 

 

１．運行管理者資格者証の交付（取得） 

【旅客】 

道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第２３条の２第１項の規定により運行管理者資格者証の交付を

受けた者 

【貨物】 

貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号）第１９条第１項の規定により運行管理者資格者証の交

付を受けた者 

２．研修の修了 

NASVA等（指導講習実施者（認定機関）が実施する『第一種講師要件研修』の修了 

３．講師の選任 

第一種講師の選任 

４．認定の申請 

旅客・貨物の別、実施する講習の種別 

【旅客】 

旅客自動車運送事業運輸規則（昭和３１年運

輸省令第４４号）第４８条の４第２項で準用す

る同規則第４１条の２で定める書類の準備 

【貨物】 

貨物自動車運送事業輸送安全規則（平成２年

運輸省令第２２号）第２３条第２項で準用する

同規則第１２条の２で定める書類の準備 

認定申請書類等の国土交通省による審査（標準的な処理期間：３ヶ月以内） 

６．認定 

指導講習実施者（認定機関）として国土交通大臣の認定。 ⇒ 指導講習の実施 

５．申請の審査 

第一種講師 
 事故事例の分析結果に基づいて

行うグループ討議による事故事

例研究等の手法の習得（４事例） 

 自動車事故における生理的及び

心理的な要因（２時間） 

第二種講師 

国土交通大臣に対する認定

の変更申請、変更申請の認

定を経て、特別講習を実施 


